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みゆきデイサービス金生 介護予防・日常生活支援総合事業 

第１号通所事業（介護予防通所介護相当） 重要事項説明書 

（令和６年４月１日現在） 

 

 

１．事業所の概要 

（１）施設の名称等 

   ・施 設 名 ： みゆきデイサービス金生 

   ・開 設 年 月 日 ： 平成１６年９月１日 

   ・所 在 地 ： 山形県上山市金生東二丁目６番４１号 

   ・電 話 番 号 ： ０２３－６７２－５２０１ 

   ・ファックス番号 ： ０２３－６７３－９５１０ 

   ・管 理 者 名 ： 山 口 貴 正 

   ・介護保険指定番号 ： ０６７１３００２８３ 

 

（２）営業日および営業時間、サービス提供時間 

   ・営  業  日 ： 月曜日から土曜日 

ただし、日曜・祝祭日および１２月３０日から１月３日を除く 

   ・営 業 時 間 ： 午前８時３０分から午後５時まで 

   ・サービス提供時間 ： 午前９時３０分から午後４時３０分まで     

 

（３）事業の目的と運営方針 

第１号通所事業(介護予防通所介護相当)は、要支援状態等と認定された利用者に対し、看護、医学

的管理の下での介護や機能訓練、その他必要な日常生活上のお世話などの介護サービスを提供するこ

とで、利用者の生活機能の維持向上、および能力に応じた日常生活を営むことができるように支援す

ること、また、利用者の方が居宅での生活を１日でも長く継続できるよう、在宅ケアを支援すること

を目的とした事業所です。 

    この目的に沿って事業所では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただいた上

でご利用ください。 

 

[みゆきデイサービス金生 運営方針] 

    地域の保健・医療・福祉等の連携を図り、高齢社会に即したサービスを提供するために 

   一、明るく家庭的な事業所づくりを目指し、病弱老人や認知症の老人等にも対応した、利用者本位の

高齢者介護サービスに取り組みます。 

   二、看護・介護その他の職種間のチームワークを重視し、働きやすい職場づくりを目指します。 

   三、地域のボランティア活動等との連携を大切にし、地域の福祉環境のボトムアップを支援します。 

 

（４）事業所の職員体制 

 常勤（うち兼務） 非常勤 業務内容 

管理者 １（１）  職員および業務の一元的管理等 

看護職員  １ 
利用者の保健衛生に関する業務および生活

援助に関するサービスの提供等 

介護職員 ７（５）  利用者の介護等 
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生活相談員 ４（４）  相談および通所介護の提供等 

機能訓練指導員  １ 
利用者の機能訓練および生活援助 

に関するサービスの提供等 

 

（５）事業の実施区域 

     上山市 

 

（６）定員    ２５人 

 

２．ご利用にあたって 

（１）介護保険証の確認 

  ご利用のお申込にあたり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

 

（２）概要 

第１号通所事業(介護予防通所介護相当)については、総合事業対象者の家庭等での生活を継続させ  

  るために立案された総合事業サービス・支援計画に基づき、事業所をご利用いただき、その有する能力

に応じた日常生活上の世話、生活等に関する相談および助言、健康状態の確認並びにその他必要な機能

訓練を行うことにより、生活機能の維持向上、および利用者の心身の機能の維持、回復を図ります。こ

のサービスを提供するにあたっては、利用者に関わる看護師その他第１号通所事業(介護予防通所介護

相当)の提供にあたる従事者の協議によって、総合事業通所介護計画が作成されますが、その際、利用

者・代理人（ご家族）の希望を十分に取り入れ、また、計画内容については同意をいただくようになり

ます。 

 

３．サービス内容 

① 総合事業通所介護計画の立案 

② 食事      昼食  １２時００分～１３時００分 

③ 入浴（利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。） 

④ 医学的管理・看護 

⑤ 自立支援 

⑥ 機能訓練 

⑦ 居宅および施設間の送迎 

⑧ 相談援助サービス 

⑨ その他 

＊これらのサービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもあります

ので、具体的にご相談ください。 

 

４．身体の拘束等 

原則として利用者に対し身体拘束を行わないこととします。ただし、自傷他害の恐れがある等事業 

所の定めに該当し、管理者または看護師が必要と判断した場合は、身体拘束その他利用者の行動を制 

限する行為を行うこととします。この場合は、その様態および時間、その際の利用者の心身の状況、 

緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。また、利用者または代理人に対して身 

体拘束の必要性について説明し、文書により同意を得ることとします。 
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５．利用料金 

（１）基本料金 

  ① サービス利用料（介護保険制度では、要支援認定による要支援の程度によって利用料が異なります。

以下は１月あたりの金額です。） 

項   目 金  額 
利用者負担額 

（１割） 

利用者負担額 

（２割） 

利用者負担額 

（３割） 

第１号通所事業サービスの利用料 

 （１）通所型サービスⅠ １７，９８０円 １，７９８円 ３，５９６円 ５，３９４円 

 （２）通所型サービスⅡ ３６，２１０円 ３，６２１円 ７，２４２円 １０，８６３円 

加算（「注」参照）  

 ・栄養アセスメント加算 ５００円 ５０円 １００円 １５０円 

 ・栄養改善加算 ２，０００円 ２００円 ４００円 ６００円 

 ・口腔機能向上加算（Ⅱ） １，６００円 １６０円 ３２０円 ４８０円 

 ・一体的サービス提供加算 ４，８００円 ４８０円 ９６０円 １，４４０円 

 ・科学的介護推進体制加算 ４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

・サービス提供体制強化加算 要支援１ 

・サービス提供体制強化 要支援２ 

８８０円 ８８円 １７６円 ２６４円 

１，７６０円 １７６円 ３５２円 ５２８円 

・介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の５９／１０００（令和６年５月まで） 

・介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の１２／１０００（令和６年５月まで） 

 ・介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数の１１／１０００（令和６年５月まで） 

 ・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の９２／１０００（令和６年６月から） 

（注） 

・栄養アセスメント加算（１月につき） 

    管理栄養士を１名以上配置し、利用者ごとに多職種共同で栄養アセスメントを実施し、利用者また

は家族に対して、その結果を説明・相談等に必要に応じ対応します。また、栄養状態等の情報を厚生

労働省に提出し、栄養管理の実施に当たり、適切かつ有効な実施のために活用した場合に加算されま

す。 

 ・栄養改善加算（月２回限度） 

    低栄養状態にある利用者又はその恐れのある利用者に対し、管理栄養士等が栄養改善のための計画

を作成し、これに基づく適切なサービスの実施、定期的な評価と計画の見直し等の一連のプロセスを

実施した場合に、3ヶ月に限り 1月に 2回を限度として加算されます。 

・口腔機能向上加算Ⅱ（月２回限度） 

    口腔機能が低下しているまたはそのおそれのある利用者に対し、歯科衛生士等が口腔機能改善のた

めの計画を作成し、これに基づく適切なサービスの実施、定期的な評価と計画の見直し等の一連のプ

ロセスを実施した場合に、3ヶ月に限り 1月に 2回を限度として加算されます。また、口腔機能状態

等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能管理の実施に当たり、適切かつ有効な実施のために活用し

た場合に加算されます。 

 ・一体的サービス提供加算（1月につき） 

   栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスを一体的に実施することで加算されます。 

・科学的介護推進体制加算（１月につき） 

   利用者ごとの ADL 値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他心身の状況等の基本的な情報

を厚生労働省に提出し、サービス提供に当たって、適切かつ有効な実施のために活用した場合に加算

されます。 
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・サービス提供体制強化加算（１月につき） 

   介護職員の有資格(介護福祉士)の配置割合、または常勤職員や勤続年数等の配置割合により加算さ

れます。 

・介護職員処遇改善加算/介護職員等特定処遇改善加算/介護職員等ベースアップ等支援加算 

  所定単位数（基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数）に各数値を乗じて算定されます。 

 

（２）その他の料金 

  ① おむつ代等                                実費 

  ② 食 費（食材費＋調理費相当分、おやつを含む）             ６６５円 

③ その他   

・ 各種催事参加費                             実費 

   事業所で企画する催事の費用で、参加された場合にお支払いただきます。 

・ 作業リハビリ作品材料費                          実費 

   希望により作業リハビリで使用した材料にかかる費用です。 

・ カルテ等開示手数料                          ５，５００円 

日常生活支援総合事業/通所型サービスの提供に関する記録の閲覧、謄写を行った際の手数料

としてお支払いいただきます。 

・ 謄写費用(１枚につき/片面)        白黒 ２２円  カラー ６６円           

   通所介護サービスの提供に関する記録等の謄写を行った場合に徴収します。 

 

（３）支払い方法 

   毎月１５日までに、前月分の請求書を指定する先に送付しますので、その月の末日までにお支払いく

ださい。お支払いただきますと領収書を発行いたします。なお、領収書の再発行は出来かねますので大

切に保管してください。 

   お支払い方法は、現金、銀行振込、口座振替の３つの方法がありますので、利用申込時にお申し出 

  ください。なお、申し出た支払い方法は、いつでも変更することが可能です。 

 

６．緊急時の対応 

   事業所では、サービス利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、必要な措置を講じた上、速や 

かに利用者および代理人が指定した者等に連絡するとともに、管理者に報告します。また、下記の医 

療（歯科医療）機関にご協力をいただき、速やかに対応をお願いするようにしています。 

    ➢協力医療機関（歯科を含む） 

      ・名 称  みゆき会病院 

            山形県上山市弁天二丁目２番１１号 

   ➢緊急時の連絡先 

       緊急の場合には、「連絡先」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

７．サービス利用にあたっての留意事項 

○ 食事 ・・・ サービス利用中の食事は、特段の事情がない限り事業所の提供

する食事を摂取していただきます。 

○ 飲酒・喫煙 ・・・ 飲酒はお断りいたします。決められた場所以外での喫煙はお断

りいたします。 

○ 火気の取扱い ・・・ 喫煙以外は禁止します。なお、ライターは施設で管理させてい

ただきます。 
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○ 設備、備品の利用 ・・・ 本来の用法に従ってご利用ください。これに反した利用により

破損等が生じた場合は、弁償いただく場合があります。 

○ 所持品、備品等の持込 ・・・ 他の利用者に迷惑となる物の持ち込みはお断りいたします。 

○ 金銭、貴重品の管理 ・・・ 盗難等については、責任を負いかねますので、必要以上の金銭、

物品等の持ち込みはご遠慮ください。 

○ ペットの持込 ・・・ ペットの持ち込みはお断りいたします。 

    

 

 

８．事故発生時の対応 

第１号通所事業(介護予防通所介護相当)の提供により事故（転倒・転落等による骨折等）が発生した

場合は、必要な措置を講じた上、速やかに利用者および代理人が指定した者ならびに市町村、介護予防

支援事業者等に連絡します。また、事故の発生または再発を防止するため、指針を整備し、介護事故に

対する安全管理体制を確保するよう努めます。 

 

９．非常災害対策 

  ➢防災設備   火災自動通報装置、消火器 

  ➢防災訓練   年２回以上 

 

１０．禁止事項 

   事業所では、多くの方に安心して第１号通所事業(介護予防通所介護相当)サービスをご利用いただく

ために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 

 

１１．要望および苦情等の相談 

（１）事業所に対する要望または苦情等については、担当者または生活相談員にお気軽にご相談いただくか、

備え付けられた「みなさまの声箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただくこともできます。 

  【担 当 者】生活相談員  丹野真里奈 吉田広志 山口哲一 伊藤静香 

  【受付時間】月曜日から土曜日（日曜・祝祭日および 12月 30日から 1月 3日を除く） 

  午前８時３０分から午後５時まで  電話番号 ０２３－６７２－５２０１ 

（２）公的機関においても、次の機関にて苦情申し出ができます。 

    上山市役所健康推進課        電話番号 023-672-1111 

    山形県国民健康保険団体連合会介護保険課   電話番号 0237-87-8006 

 

１２．その他 

   事業所についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。
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令和   年   月   日 

 

第１号通所事業(介護予防通所介護相当)の提供開始にあたり、利用者に対して本書面を

交付し、重要事項を説明しました。 

事 

業 

者 

所 在 地 
〒999-3125 

 山形県上山市金生東二丁目６番４１号 

名 称 みゆきデイサービス金生 

説 明 者                     ㊞ 

 

 

 

私は本書面を受領し、事業者から第１号通所事業(介護予防通所介護相当)について重要

事項の説明を受け、同意しました。 

利 

用 

者 

住 所 

〒    － 

氏 名                      ㊞ 

代 

理 

人 
住 所 

〒    － 

氏 名                      ㊞ 
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みゆきデイサービス金生 通所介護（通常規模型）重要事項説明書

（令和６年４月１日現在）

１．事業所の概要

（１）事業所の名称等

・事 業 所 名 ： みゆきデイサービス金生

・開 設 年 月 日 ： 平成１６年９月１日

・所 在 地 ： 山形県上山市金生東二丁目６番４１号

・電 話 番 号 ： ０２３－６７２－５２０１

・ファックス番号 ： ０２３－６７３－９５１０

・管 理 者 名 ： 山 口 貴 正

・介護保険指定番号 ： ０６７１３００２８３

（２）営業日および営業時間、サービス提供時間

・営 業 日 ： 月曜日から土曜日

ただし、日曜・祝祭日および１２月３０日から１月３日を除く

・営 業 時 間 ： 午前８時３０分から午後５時まで

・サービス提供時間 ： 午前９時３０分から午後４時３０分まで

（３）通所介護事業所の目的と運営方針

通所介護事業所は、要介護状態と認定された利用者に対し、看護、医学的管理の下での介護

や機能訓練、その他必要な日常生活上のお世話などの介護サービスを提供することで、利用者

の生活機能の維持向上、および能力に応じた日常生活を営むことができるように支援すること、

また、利用者の方が居宅での生活を１日でも長く継続できるよう、在宅ケアを支援することを

目的とした事業所です。

この目的に沿って事業所では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いただ

いた上でご利用ください。

[みゆきデイサービス金生 運営方針]

地域の保健・医療・福祉等の連携を図り、高齢社会に即したサービスを提供するために

一、明るく家庭的な事業所づくりを目指し、病弱老人や認知症の老人等にも対応した、利用者

本位の高齢者介護サービスに取り組みます。

二、看護・介護その他の職種間のチームワークを重視し、働きやすい職場づくりを目指します。

三、地域のボランティア活動等との連携を大切にし、地域の福祉環境のボトムアップを支援し

ます。
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（４）事業所の職員体制

常勤（うち兼務） 非常勤 業務内容

管理者 １（１） 職員および業務の一元的管理等

看護職員 1
利用者の保健衛生に関する業務および生活

援助に関するサービスの提供等

介護職員 ７（５） 利用者の介護等

生活相談員 ４（４） 相談および通所介護の提供等

機能訓練指導員 １
利用者の機能訓練および生活援助

に関するサービスの提供等

（５）事業の実施区域 上山市、山形市

（６）定員 ２５人

２．ご利用にあたって

（１）介護保険証の確認

ご利用のお申込にあたり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。

（２）通所介護の概要

通所介護については、要介護者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅介護サ

ービス計画に基づき、事業所をご利用いただき、その有する能力に応じた日常生活上の世話、

生活等に関する相談および助言、健康状態の確認並びにその他必要な機能訓練を行うことによ

り、利用者の生活機能の維持向上、および心身の機能の維持、回復を図ります。

このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わる看護師その他専ら通所介護の提供に

あたる従事者の協議によって、通所介護計画が作成されますが、その際、利用者・代理人（ご

家族）の希望を十分に取り入れ、また、計画内容については同意をいただくようになります。

３．サービス内容

1 通所介護計画の立案

2 食事 昼食 １２時００分～１３時００分

3 入浴（利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。）

4 医学的管理・看護

5 介護

6 機能訓練

7 居宅および施設間の送迎

8 相談援助サービス

9 その他
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＊これらのサービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもあ

りますので、具体的にご相談ください。

４．身体の拘束等

原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害の恐れがある等事業所の

定めに該当し、管理者または看護師が必要と判断した場合は、身体拘束その他利用者の行動を制

限する行為を行うこととします。この場合は、その様態および時間、その際の利用者の心身の状

況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。また、利用者または代理人に

対して身体拘束の必要性について説明し、文書により同意を得ることとします。

５．利用料金

（１）基本料金

① サービス利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度および利用時間によっ

て利用料が異なります。以下は１日または１回あたりの金額です。）

項 目 金 額
利用者負担額

（１割）

利用者負担額

（２割）

利用者負担額

（３割）

通所介護費

➢２時間以上３時間未満

・要介護１ ２，７２０円 ２７２円 ５４４円 ８１６円

・要介護２ ３，１１０円 ３１１円 ６２２円 ９３３円

・要介護３ ３，５２０円 ３５１円 ７０２円 １，０５３円

・要介護４ ３，９２０円 ３９２円 ７８４円 １，１７６円

・要介護５ ４，３２０円 ４３２円 ８６４円 １，２９６円

➢３時間以上４時間未満

・要介護１ ３，７００円 ３７０円 ７４０円 １，１１０円

・要介護２ ４，２３０円 ４２３円 ８４６円 １，２６９円

・要介護３ ４，７９０円 ４７９円 ９５８円 １，４３７円

・要介護４ ５，３３０円 ５３３円 １，０６６円 １，５９９円

・要介護５ ５，８８０円 ５８８円 １，１７６円 １，７６４円

➢４時間以上５時間未満

・要介護１ ３，８８０円 ３８８円 ７７６円 １，１６４円

・要介護２ ４，４４０円 ４４４円 ８８８円 １，３３２円

・要介護３ ５，０２０円 ５０２円 １，００４円 １，５０６円

・要介護４ ５，６００円 ５６０円 １，１２０円 １，６８０円

・要介護５ ６，１７０円 ６１７円 １，２３４円 １，８５１円

➢５時間以上６時間未満

・要介護１ ５，７００円 ５７０円 １，１４０円 １，７１０円

・要介護２ ６，７３０円 ６７３円 １，３４６円 ２，０１９円
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・要介護３ ７，７７０円 ７７７円 １，５５４円 ２，３３１円

・要介護４ ８，８００円 ８８０円 １，７６０円 ２，６４０円

・要介護５ ９，８４０円 ９８４円 １，９６８円 ２，９５２円

６時間以上７時間未満

・要介護１ ５，８４０円 ５８４円 １，１６８円 １，７５２円

・要介護２ ６，８９０円 ６８９円 １，３７８円 ２，０６７円

・要介護３ ７，９６０円 ７９６円 １，５９２円 ２，３８１円

・要介護４ ９，０１０円 ９０１円 １，８０２円 ２，７０３円

・要介護５ １０，０８０円 １，００８円 ２，０１６円 ３，０２４円

７時間以上８時間未満

・要介護１ ６，５８０円 ６５８円 １，３１６円 １，９７４円

・要介護２ ７，７７０円 ７７７円 １，５５４円 ２，３３１円

・要介護３ ９，０００円 ９００円 １，８００円 ２，７００円

・要介護４ １０，２３０円 １，０２３円 ２，０４６円 ３，０６９円

・要介護５ １１，４８０円 １，１４８円 ２，２９６円 ３，４４４円

加算（「注」参照）

・入浴介助加算(Ⅱ) ５５０円 ５５円 １１０円 １６５円

・個別機能訓練加算(Ⅰ)イ ５６０円 ５６円 １１２円 １６８円

・個別機能訓練加算(Ⅱ) ２００円 ２０円 ４０円 ６０円

・栄養アセスメント加算 ５００円 ５０円 １００円 １５０円

・栄養改善加算 ２，０００円 ２００円 ４００円 ６００円

・口腔機能向上加算（Ⅱ） １，６００円 １６０円 ３２０円 ４８０円

・送迎を行わない場合（片道につき） ▲４７０円 ▲４７円 ▲９４円 ▲１４１円

・同一建物減算 ▲９４０円 ▲９４円 ▲１８８円 ▲２８２円

・科学的介護推進体制加算 ４００円 ４０円 ８０円 １２０円

・サービス提供体制強化加算(Ⅰ) ２２０円 ２２円 ４４円 ６６円

・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の５９／１０００（令和６年５月まで）

・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の１２／１０００（令和６年５月まで）

・介護職員等ベースアップ等支援加算 所定単位数の１１／１０００（令和６年５月まで）

・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 所定単位数の９２／１０００（令和６年６月から）

（注）

・入浴介助加算（１回につき）

入浴介助を適切に行うことができる人員及び設備を有し、入浴介助を行います。また、医師

等が居宅を訪問し、浴室における動作及び浴室の環境を評価し、個浴その他の利用者の居宅の

状況に近い環境にて入浴介助を行った場合に加算されます。

※利用時間帯によっては、入浴サービスを提供できないことがあります。
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・個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及び(Ⅱ)（Ⅰイ/１日につき）（Ⅱ/１月につき）

機能訓練指導員その他の職種が共同で、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、それに基

づき、計画的に機能訓練を行っている場合に算定されます。また、Ⅱについて個別機能訓練計

画等の内容等の情報を厚生労働省に提出し、フィードバックを受け、適切かつ有効な実施のた

めに必要な情報を活用した場合に加算されます。

・栄養アセスメント加算（１月につき）

管理栄養士を１名以上配置し、利用者ごとに多職種共同で栄養アセスメントを実施し、利用

者または家族に対して、その結果を説明・相談等に必要に応じ対応します。また、栄養状態等

の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たり、適切かつ有効な実施のために活用し

た場合に加算されます。

・栄養改善加算（月２回限度）

低栄養状態にある利用者又はその恐れのある利用者に対し、管理栄養士等が栄養改善のための

計画を作成し、これに基づく適切なサービスの実施、定期的な評価と計画の見直し等の一連の

プロセスを実施した場合に、3ヶ月に限り 1月に 2回を限度として加算されます。

・口腔機能向上加算Ⅱ（月２回限度）

口腔機能が低下しているまたはそのおそれのある利用者に対し、歯科衛生士等が口腔機能改善

のための計画を作成し、これに基づく適切なサービスの実施、定期的な評価と計画の見直し等

の一連のプロセスを実施した場合に、3ヶ月に限り 1月に 2回を限度として加算されます。ま

た、口腔機能状態等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能管理の実施に当たり、適切かつ有

効な実施のために活用した場合に加算されます。

・送迎を行わない場合の減算

施設で送迎を行わなかった場合に、減算されます。

・同一建物減算（１日につき）

事業所と同一の建物に居住している利用者が利用を行った場合に減算されます。

・科学的介護推進体制加算（１月につき）

利用者ごとの ADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況、その他心身の状況等の基本的

な情報を厚生労働省に提出し、サービス提供に当たって、適切かつ有効な実施のために活用し

た場合に加算されます。

・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)（１日につき）

介護職員の有資格(介護福祉士)の配置割合、または常勤職員や勤続年数等の配置割合により

加算されます。

・介護職員処遇改善加算/介護職員等特定処遇改善加算/介護職員等ベースアップ等支援加算

所定単位数（基本サービス費に各種加算減算を加えた総単位数）に各数値を乗じて算定されま

す。

（２）その他の料金

① おむつ代 実費

② 食 費（食材費＋調理費相当分、おやつを含む） １食につき ６６５円
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③ その他

・ 各種催事参加費 実費

事業所で企画する催事の費用で、参加された場合にお支払いただきます。

・ 作業リハビリ作品材料費 実費

希望により作業リハビリで使用した材料にかかる費用です。

・ 事業の実施地域外の場合の送迎費は、その要した交通費実費を徴収します。

なお、自動車を使用した場合の交通費は、事業の実施地域を越えて１キロメートルあたり

３０円で計算します。

※事業の実施地域 ： 上山市、山形市

・ カルテ等開示手数料 ５，５００円

通所介護サービスの提供に関する記録の閲覧、謄写を行った際の手数料としてお支払い

いただきます。

・ 謄写費用(１枚につき/片面) 白黒 ２２円 カラー ６６円

通所介護サービスの提供に関する記録等の謄写を行った場合に徴収します。

（３）支払い方法

毎月１５日までに、前月分の請求書を指定する先に送付しますので、その月の末日までにお支

払いください。お支払いただきますと領収書を発行いたします。なお、領収書の再発行はできか

ねますので、大切に保管してください。

お支払い方法は、現金、銀行振込、口座振替の３つの方法がありますので、利用申込時にお申

し出ください。なお、申し出た支払い方法は、いつでも変更することが可能です。

６．緊急時の対応

事業所では、サービス利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、必要な措置を講じた上、

速やかに利用者および代理人が指定した者等に連絡するとともに、管理者に報告します。また、

下記の医療（歯科医療）機関にご協力をいただき、速やかに対応をお願いするようにしています。

➢協力医療機関（歯科を含む）

・名 称 みゆき会病院

山形県上山市弁天二丁目２番１１号

➢緊急時の連絡先

緊急の場合には、「連絡先」にご記入いただいた連絡先に連絡します。

７．サービス利用にあたっての留意事項

○ 食事 ・・・ サービス利用中の食事は、特段の事情がない限り事業所の提

供する食事を摂取していただきます。

○ 飲酒・喫煙 ・・・ 飲酒はお断りいたします。決められた場所以外での喫煙はお

断りいたします。
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○ 火気の取扱い ・・・ 喫煙以外は禁止します。なお、ライターは施設で管理させて

いただきます。

○ 設備、備品の利用 ・・・ 本来の用法に従ってご利用ください。これに反した利用により破損

等が生じた場合は、弁償いただく場合があります。

○ 所持品、備品等の持込 ・・・ 他の利用者に迷惑となる物の持ち込みはお断りいたします。

○ 金銭、貴重品の管理 ・・・ 盗難等については、責任を負いかねますので、必要以上の金

銭、物品等の持ち込みはご遠慮ください。

○ ペットの持込 ・・・ ペットの持ち込みはお断りいたします。

８．事故発生時の対応

通所介護の提供により事故（転倒・転落等による骨折等）が発生した場合は、必要な措置を講

じた上、速やかに利用者および代理人が指定した者ならびに県および市町村、居宅介護支援事業

者等に連絡します。また、事故の発生または再発を防止するため、指針を整備し、介護事故に対

する安全管理体制を確保するよう努めます。

９．非常災害対策

➢防災設備 火災自動通報装置、消火器

➢防災訓練 年２回以上

１０．禁止事項

事業所では、多くの方に安心して通所介護サービスをご利用いただくために、利用者の「営利

行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。

１１．要望および苦情等の相談

（１）事業所に対する要望または苦情等については、担当者または生活相談員にお気軽にご相談いた

だくか、備え付けられた「みなさまの声箱」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただく

こともできます。

【担 当 者】生活相談員 丹野真里奈 吉田広志 山口哲一 伊藤静香

【受付時間】月曜日から土曜日（日曜・祝祭日および 12月 30日から 1月 3日除く）

午前８時３０分から午後５時まで

電話番号 ０２３－６７２－５２０１

（２）公的機関においても、次の機関にて苦情申し出ができます。

・上山市役所健康推進課 電話番号 023-672-1111

・山形市役所福祉推進部指導監査課 電話番号 023-641-1212

・山形県国民健康保険団体連合会介護保険課 電話番号 0237-87-8006

・そのほか、お住まいの市役所・役場の介護保険担当課
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１２．第三者による評価の実施状況

第三者による評価の

実施状況

１ あり 実施日

評価機関名称

結果の開示 １ あり ２ なし

2 なし

１３．その他

事業所についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。
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令和 年 月 日

通所介護の提供開始にあたり、利用者に対して本書面を交付し、重要事項を説明しました。

事

業

者

所 在 地
〒999-3125

山形県上山市金生東二丁目６番４１号

名 称 みゆきデイサービス金生

説 明 者 ㊞

私は本書面を受領し、事業者から通所介護について重要事項の説明を受け、同意しました。

利

用

者

住 所

〒 －

氏 名 ㊞

代

理

人

住 所

〒 －

氏 名 ㊞


